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町税等の納付は、便利な口座振替をご利
用ください。口座振替申込書は、納付書に
綴
つづ

られているほか、役場収税課窓口にあり
ます。通帳・通帳使用印をご持参のうえ、
役場収税課または取扱い金融機関でお申し
込みください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降
の納期分からとなります。

収税課 ２１４３内 問 

新
築
、
増
築
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、

建
築
材
料
、
床
面
積
な
ど
を
調
査
し
て
、

固
定
資
産
税
の
算
出
基
礎
と
な
る
評
価
額

を
決
定
し
ま
す
。

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
税
務
課
職
員
が

随
時
調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
と
き
は
、
町
に
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

税
務
課
固
定
資
産
税
係

２
１
５
４

内 

問 

納付は納期限までにお忘れないようにお
願いいたします。

都市整備課下水道管理係 ２４４４内 問 
下水道事業受益者負担金の

納期のお知らせ
第１期　納付期限　６月30日

納　付　期　限

６月30日
町県民税　第１期

納期内の納付にご協力ください。

町税等の納期のお知らせ
納付は納期限までにお忘れなく

町
で
は
現
在
、
第
４
次
行
政
改

革（
平
成
17
年
度
〜
平
成
21
年
度
）

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
改

革
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
町
民

の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

が
必
要
不
可
欠
で
す
。
そ
こ
で
、

み
な
さ
ん
に
こ
の
改
革
の
概
要
や

取
組
み
を
よ
り
知
っ
て
い
た
だ
き
、

推
進
し
て
い
く
た
め
、
改
革
の
内

容
（
取
組
み
）
な
ど
を
来
月
号
か

ら
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し
て
い
き
ま

す
。こ

の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
行
政
改

革
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
に
よ
り

身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、「
も

く
せ
い
君
」、「
ロ
ー
ズ
ち
ゃ
ん
」、

「
企
画
さ
ん
」
に
登
場
し
て
も
ら

い
、
質
問
形
式
で
掲
載
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

も
く
せ
い

今
回
か
ら
行
政
改
革

の
特
集
が
始
ま
る
ん
だ
っ
て
。
が

ん
ば
ろ
う
ね
。

ロ
ー
ズ

そ
う
ね
。
私
た
ち
の
暮

ら
し
に
も
関
係
す
る
も
の
ね
。
企

画
さ
ん
に
、
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
み

ま
し
ょ
う
。

危険業務従事者叙勲
瑞宝単光章を受章

［警察功労］
この勲章は、著しく危険性の高い業務に従
事し、社会に貢献された方に授与されます。

半藤　敬司氏
（羽　貫）

今成　俊男氏
（羽　貫）

危険業務従事者叙勲
瑞宝単光章を受章

シリーズ～ ��

レッツ・トライ!

行政改革 行政改革 

「はじめに」 

レッツ・トライ!

も
く
せ
い

行
政
改
革
っ
て
ち
ょ
っ

と
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
ね
。

企
画
さ
ん
、
行
政
改
革
っ
て
ど
う

い
う
も
の
か
わ
か
り
や
す
く
教
え

て
く
だ
さ
い
。

企
画

そ
う
だ
ね
、
簡
単
に
い
う

と
行
政
改
革
と
は
、
今
ま
で
の
行

政
の
仕
組
み
や
や
り
方
を
見
直
し

て
新
し
い
形
に
変
え
た
り
、
今
の

時
代
に
合
っ
た
新
し
い
制
度
な
ど

を
つ
く
っ
て
い
く
も
の
な
ん
だ
。

と
て
も
重
要
で
大
切
な
も
の
な
ん

だ
よ
。

も
く
せ
い

な
る
ほ
ど
、
町
で
は

ど
う
い
う
ふ
う
に
取
り
組
ん
で
い

る
の
で
す
か
？

企
画
「
伊
奈
町
行
政
改
革
大
綱
」

を
も
と
に
「
実
施
改
革
プ
ラ
ン
」

と
い
う
も
の
を
定
め
て
進
め
て
い

る
ん
だ
よ
。
そ
の
中
に
具
体
的
な

項
目
と
目
標
値
を
掲
げ
、
実
施
の

期
間
を
決
め
て
進
め
て
い
る
ん
だ
。

こ
の
「
実
施
改
革
プ
ラ
ン
」
は
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
よ
。

ロ
ー
ズ

わ
か
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
プ
ラ
ン
の
計
画
期
間

は
い
つ
ま
で
な
ん
で
す
か
？

企
画

平
成
17
年
度
か
ら
21
年
度

ま
で
の
５
年
間
と
な
っ
て
い
る
ん

だ
よ
。今
年
は
２
年
目
の
年
だ
ね
。

も
く
せ
い

改
革
の
取
組
み
の
項

目
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の

で
す
か
？

企
画

「
事
務
改
革
」「
財
政
改

革
」「
職
員
改
革
」
の
３
つ
の
分

野
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
全
49
項

目
あ
る
ん
だ
よ
。
そ
の
中
の
主
な

もくせい

企画

ローズ

も
の
に
つ
い
て
、
来
月
号
か
ら
わ

か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
く
の
で
、

楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

も
く
せ
い
・
ロ
ー
ズ

わ
か
り
ま

し
た
。

（
掲
載
予
定
）

・
指
定
管
理
者
制
度

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度

・
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム

・
権
限
委
譲

・
Ｐ
Ｆ
Ｉ

・
電
子
申
請

・
有
料
広
告
制
度

行
政
改
革
に
つ
い
て
、
ご
意
見

や
ご
感
想
が
あ
り
ま
し
た
ら
左
記

へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。

企
画
課
政
策
企
画
担
当

２

２
１
５
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
７
２
１
―
２
１

３
６

内 

問 

〜
家
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
〜

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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平成18年度の住民税（町・県民税）の納税通
知書は今月送付しますが、その算出方法は次の
とおりです。

住民税（町・県民税）の納税は、普通徴収と特別徴収の２
つの方法があり、いずれかで納税していただくことになって
います。

●普通徴収
（個人納付）
町から通知される

納税通知書により、
６月、８月、10月、
翌年の１月の４回の
納期で直接納付して
いただく方法です。

●特別徴収
（給与天引き）
町から給与支払者

（会社）を通して税
額通知書が通知さ
れ、給与支払者（会
社）が毎月給与を支
払う際、給与からその月の税金を天引きして翌月の10日までに
町に納入する方法です。徴収は、６月から翌年の５月までの12

か月となっています。
また、年の途中で退職された方は、未徴収月分が普通徴収

（個人納付）に切り替わります。
税務課町民税係 ２１５２内 問 

納 税 の 方 法

平成 18年度住民税の算出方法は

住民税額＝所得割額＋均等割額

●住民税の計算のしかた

●住民税が算出されるまでの具体例

夫婦＋子ども２人の４人家族
（妻子は所得なし、子のうち１人は17歳）
平成17年中の収支
収　　入　5,340,000円
必要経費　1,845,000円
国民健康保険の支払額　420,000円
生命保険の支払額　100,000円

設例

所得割の計算

所得金額（収入－必要経費）
5,340,000円－1,845,000円＝3,495,000円…�

（収入が給与の場合は、簡易給与所得表により求めます。）
社会保険料控除 420,000円
生命保険料控除 35,000円
配偶者控除 330,000円
扶養控除(33万円×１人) 330,000円
特定扶養控除(45万円×１人) 450,000円
基礎控除 330,000円
計 1,895,000円…�

※住民税における所得控除額は、所得税の所得控除額とは
異なります。
課税所得金額（�－�）

3,495,000円－1,895,000円＝1,600,000円…�
所得割額（�×税率）

県民税1,600,000円×２％＝32,000円…�
町民税1,600,000円×３％＝48,000円…�

今年度は、次の額を控除します。（定率減税）
定率控除額（（�＋�）×7.5％）

（32,000円＋48,000円）×7.5％＝6,000円…�

県民税（
�

×�）2,400円…�
�＋�

町民税 （�－�）3,600円…�
定率控除後の所得割額

県民税（�－�）29,600円…	
町民税（�－�）44,400円…


※	
の計算において、100円未満の端数があるときには、
その端数を切り捨てます。

県民税 1,000円…�
町民税 3,000円…�

（	＋
） 所得割　29,600円＋44,400円＝74,000円
（�＋�） 均等割　 1,000円＋ 3,000円＝ 4,000円

合　計　　　　　　　　　 78,000円

200万円以下の金額
200万円を超え700万円以下
700万円を超える金額

700万円以下の金額
700万円を超える金額 

３％
８％
10％

２％
３％ 

―　　
100,000円
240,000円

―　　
70,000円 

標 準 税 率

標 準 税 率 

( 参 考 ) 速算控除額

( 参 考 ) 速算控除額 

課 税 所 得 の 段 階

課 税 所 得 の 段 階 

市　町　村　民　税

道　府　県　民　税 

所得割の税率  

(注)課税所得とは、総所得金額から基礎控除、扶養控除などの所得控除の額を控除した金額。 

所得控除

●定率減税の見直し
平成18年度の定率による税額控除額は、所得割額の7.5％相

当額（上限２万円）となります。（平成17年度は15％（上限４
万円））
●老年者控除の廃止
年齢65歳以上の方で合計所得が1,000万円以下の方に適用さ

れていた老年者控除が廃止されました。
●公的年金等控除の改正
公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額の

うち、65歳以上の方に対して上乗せして適用される部分が廃
止されました。
●65歳以上の方に係る非課税措置の段階的廃止
65歳以上で合計所得が125万円以下の方に対する非課税措置

が廃止されました。
経過措置として、平成18年度分の住民税については、当該

所得割額の２／３を控除し、均等割額は町民税1,000円、県民
税300円とする特例が適用されます。
●同一生計妻の均等割課税
夫と生計を一にする妻に対する均等割については、今年度

から全額課税（町民税・県民税合わせて4,000円）となります。
税務課町民税係 ２１５２内 問 

均等割

住民税額

納 税 者

申告書の提出 

税額の通知(6月)

(納税通知書)

納税(6月､8月､10月､ 
翌年の1月)

町役場 
税額の 
計　算 

納 税 者

１ 

３ 
２ 

４ 

給与所得者 
(納税者)

給与支払者 
(特別徴収義務者)

給与所得者 
(納税者)

税額の通知 

給与の支払の際 
税額を徴収 

給与支払 
報告書提出 

税額の通知 

税額の納入 

町役場 
税額の 
計　算 

給与支払者 
(特別徴収義務者)

 

１ 

３ ２ 

４ 

３ 

５ 

〔税法改正による住民税の主な改正点〕


